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1. 計画策定の背景と目的 

（１）計画策定の趣旨 

近年の日本では、人口減少や少子高齢化が進み、人口構造の変化による労働力不足や

医療・介護負担の増加が課題となっています。また、核家族や単身世帯の増加による家族

構成の変化、人々の価値観や生活スタイルの多様化によって、地域での連帯やお互いに支

え合う機能が低下し、社会的孤立や地域活動の担い手不足がみられます。 

さらに、家庭内での児童・高齢者及び障害のある人等への虐待、高齢の親とひきこもり

のこどもの社会的な孤立、障害や病気のある親に代わって家族の介護や身の回りの世話を

担う１８歳未満のこども、所得格差の広がり等によって増加している生活困窮者等、地域で

生きづらさを抱えている住民に対して、分野を横断した包括的な課題への対応が求められ

ています。 

加えて、大規模地震や大雨による水害、土砂災害等の自然災害に対して、行政による防

災・減災対策の強化とあわせて、いざという時に助け合える地域コミュニティの役割が注目

されるようになっています。 

こうした中、国では、制度間の連携を強化するとともに、制度の狭間で支援から取り残さ

れる個人・世帯がないように、包括的な支援体制を構築することを推進しています。また、

公的な支援制度の充実を図ることに加えて、地域の人々やさまざまな活動団体がつながり、

活躍の場や役割を持ちながら支え合う地域を共に作る「地域共生社会」の実現を目指して

取り組むことが示されています。 

 

和光市（以下「本市」という。）においては、平成１７（2005）年から、行政の計画である

「和光市地域福祉計画」と、民間の計画である「和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画」

で共に連携を図り、本市の地域特性等を反映した第一次、第二次及び第三次地域福祉計画

を策定し、地域福祉の取り組みを推進してきました。 

また、第三次計画以降は、連携を強化して取り組みを進めていくため「和光市地域福祉

計画」及び「和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画」を一体的に策定しています。直近で

は、令和２（2020）年の社会福祉法の改正（包括的支援体制の整備を地域福祉計画に記

載すべき事項とする）等を受け、令和５（2023）年３月に中間見直しを行いました。 

この度、第四次計画が令和７（2025）年度をもって終了することから、国の動向や本市

の地域福祉を取り巻く現状と課題を踏まえ、令和８（2026）年度から令和１３（2031）年

度の６か年を計画期間とする「第五次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福

祉活動計画」（以下、「本計画」または「第五次計画」という。）を策定することとしました。 

なお、本計画は、第四次計画に引き続き「成年後見制度利用促進計画」「生活困窮者自立

支援計画」「再犯防止推進計画」を位置付けるとともに、新たに「困難な問題を抱える女性

の支援基本計画」を包含して策定することとします。 
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（２）地域福祉とは 

地域福祉とは、地域に暮らす全ての住民が、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮ら

し続けることができるよう、地域全体で人々が互いに支え合い、市や関係機関と協働しな

がら「暮らしやすい地域づくり」を進めることです。 

地域に暮らす住民の困りごとや課題は多様であり、１つの福祉サービスの提供だけでは

解決できない複合的かつ深刻な問題があります。そこで、地域福祉の推進には、ボランティ

ア活動や地域の見守り活動等、住民が自ら地域の課題に取り組むことで、公的機関だけで

は対応しきれないきめ細かな支援ができるようになります。 

地域福祉を浸透させるためには、住民一人ひとりの主体的な力（自助）と、身近な住民同

士の相互協力（互助・共助）、公的機関による支援（公助）を、重層的かつ相互的に進めてい

くものであるといえます。それぞれの地域が持つ「自助」「互助」「共助」「公助」の役割を踏ま

えた上で、「自助」を基本としながら、「互助」「共助」「公助」をバランスよく組み合わせてい

くことで、誰もが生き生きと暮らせる、持続可能な共生社会の実現に不可欠な取り組みです。 

 

【自助・互助・共助・公助の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画では、以下のように用語を用いています。 

福祉：全ての人を対象とした「ふだんのくらしのしあわせ」であり、誰もが安心して暮らすこ

とができることをいいます。 

市民：市内在住・在勤・在学者のことを含め、市内で活動されている方等、本市に関わりのあ

る人のことをいいます。 

住民：実際に本市に住んでいる人のことをいいます。本計画において、市民と住民は時と場

合によって使い分けています。 

  

自 助 

一人ひとりが、自身の健康を意識し、 
近隣の人々とあいさつを交わし、 
地域に積極的に関わること 

互 助 

ボランティアや近隣住民が情報交換や 
見守り活動を通じて互いに支え合うこと 

共 助 

介護保険や医療保険に代表される、お互い
の支え合いを基本として制度化された、 
リスクを共有する人々で負担する取り組み 

公 助 

自助・互助・共助では十分な対応が 
できない場合に、主に税負担により 
提供される社会福祉等 

・自分のことを自分でする 
・自らの健康管理（セルフケア） 
・市場サービスの購入 

・当事者団体による取り組み 

・ボランティア活動 
・住民組織の活動 

・ボランティア・住民組織の
活動への公的支援  

・介護保険に代表される 
社会保険制度及びサービス 

・一般財源による福祉事業等 
・生活保護 
・人権擁護・虐待対策 
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（３）地域共生社会とは 

国では、少子高齢化や人口減少、地域社会の変化に伴う多様な福祉ニーズに対応するた

め、「地域共生社会」の実現を目指しています。これは、こどもから高齢者、障害のある人ま

で、全ての市民が、それぞれの立場や状況を超えて、地域でつながり、支え合いながら、自

分らしく安心して暮らせる社会を指します。 

具体的には、福祉、医療、介護、教育、就労等、既存の分野や制度の「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や、ＮＰＯ法人、企業、行政等が「我が事」として参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、市民一人ひとりの

暮らしと生きがい、全ての人の生活の基盤としての地域を共に作っていくことを目指して

います。 

【地域共生社会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」資料より作成 
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2. 計画の位置付け 

（１）法等による位置付け 

本計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」に該当し、地域

福祉のあり方や地域福祉推進のための基本的な施策の方向を定めるものです。 

市町村地域福祉計画の策定については、平成 30（2018）年４月の改正社会福祉法の施

行により、任意とされていたものが努力義務とされ、「地域における高齢者の福祉、障害者

の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる

福祉分野の「上位計画」として位置付けられました。加えて、令和２（2020）年の社会福祉

法改正において、「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込む

べき事項として新たに追加されました。 

また、本計画は、成年後見制度の利用促進に関する法律第１４条に基づく「成年後見制度

利用促進基本計画」、平成２６（2014）年３月２７日の社会・援護局長通知に基づく「生活困

窮者自立支援計画」、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づく「地方再犯防止推

進計画」、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第８条に基づく「困難な問題を抱

える女性への支援に関する計画」を包含するものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈社会福祉法より抜粋〉 

第６条（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする

事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福

祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他

地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつて

は、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮する

よう努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第１０６条の４第２項に規定する重層

的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適

正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 

第１０７条（市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村

地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

１ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべ

き事項 

２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

３ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

４ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

５ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意

見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努め

るとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 
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〈成年後見制度の利用の促進に関する法律より抜粋〉 

第１４条（市町村の講ずる措置） 

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の

利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関

の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

〈平成２６（2014）年３月２７日 社会・援護局長通知より抜粋〉 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）は、社会経済の構造的な変化等による生活保護受

給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の生活困窮者への支援（い

わゆる「第２のセーフティネット」）を抜本的に強化するものであり、平成２７年４月から施行することと

されている。この新たな生活困窮者自立支援制度は、地域福祉を拡充し、まちづくりを進めていく上で

も重要な施策であることから、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の中に位置づけ

て計画的に取り組むことが効果的であり、今般、その盛り込むべき具体的な事項について、別添のとお

り「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込

む事項」（以下「生活困窮者自立支援方策」という。）を定めたので通知する。 

〈再犯の防止等の推進に関する法律より抜粋〉 

第８条（地方再犯防止推進計画） 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防

止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

〈困難な問題を抱える女性への支援に関する法律より抜粋〉 

第８条（都道府県基本計画等） 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下こ

の条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 
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（２）地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定の意義 

地域福祉活動計画は、社会福祉法第１０９条の規定に基づく民間組織である社会福祉協

議会が活動計画として策定するものであり、地域の福祉ニーズを把握し、住民・事業者・行

政等と連携し、地域におけるさまざまな福祉問題を計画的に解決していくための基本指針

とするものです。 

また、「地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改定ガイドブック」（（社福）全

国社会福祉協議会）では、「地域福祉計画と地域福祉活動計画については、地域福祉を推

進するために「連携」「協働」や「補完」するものとして位置付けられている」と記載されてい

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市及び和光市社会福祉協議会（以下、社協という。）では、第四次計画から引き続き、

地域福祉推進のための基盤や体制を作る地域福祉計画と、それを実行するため、「自助」

｢互助」の具体的活動を定める地域福祉活動計画を一体的に策定しています。このことによ

り、行政や住民、地域福祉活動団体、ボランティア、福祉事業者等、地域に関わるものの役

割や協働が明確になり、和光市独自の取り組みとして、地域共生社会を実現することを念

頭に置いたさまざまな地域課題を解決する福祉基盤を構築し、実行性を高めます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

〈社会福祉法より抜粋〉 

第１０９条（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事

業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会

福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市に

あつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経

営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は

更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

２ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区（地方自治法第２５２条の２０に規定する区及び同法第２５

２条の２０の２に規定する総合区をいう。）の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする

事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉

事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

社協 

地域福祉活動計画 

市 

地域福祉計画 

市と社協の協働による地域福祉の推進 



第 1章 計画策定にあたって 

9 

（３）他計画等との関係 

地域福祉計画では、他の福祉関係計画の理念及び共通事項を定め、また関係計画では、

その内容を踏まえて、施策の実行において相互連携を図っています。 

また、地域福祉計画と同様に、理念と共通事項を定め、各関係計画の連携を図っている

「医療関連計画」及び「健康わこう２１計画」と、地域福祉計画がそれぞれ連携することで、

関係する計画の施策全てが機能的に連携することを目指します。 

 

【他計画等との関係】 
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3. 計画の期間 

本計画は、令和８（2026）年度から令和１３（2031）年度までの【６か年】を計画期間とし

ます。 

 

【地域福祉計画及びその関連計画の期間】 

  

 

 

 

 

  

令和
2 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

和光市総合振興計画

地域福祉計画
地域福祉活動計画

障害者計画・障害福祉計画

長寿あんしんプラン

こども計画
（子ども・子育て支援事業計画）

健康わこう21計画
食育推進計画

自殺対策計画

国民健康保険保健事業実施計画

特定健康診査等実施計画

国民健康保険事業計画

　　　　　　　　　　　　　　  年度
　　計画

第四次

第五次

第五次

第８期

第六次・第６期

第六次

第五次

第５期
第七次・第７期

第９期 第11期

こども計画

第三次健康わこう21計画

第四次食育推進計画

第１期 第２期 第３期

第２期 第３期 第４期

第３期 第４期 第５期

第１期 第２期 第３期 第５期第４期

第八次・第８期

第10期

第二次健康わこう21計画

第三次食育推進計画

第九次

第９期

第４期

第四次

第７期

第２期子ども・子育て支援事業計画
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4. 計画の推進体制 

本計画は、市民・社協・市の３者の協働により推進するものです。そのため、それぞれがそ

の役割を担い計画を推進していくとともに、定期的な推進状況等の情報共有や計画の見直

しを行う必要があります。計画の円滑かつ確実な推進のため、以下の取り組みを実施します。 

 

○和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会 

本計画を実行性のあるものとするために、市民・社協・市の３者で構成する委員会を設置

し、計画に基づいた活動を展開し、適宜評価を行っていきます。 

また、計画の中間年の見直し、あるいは法改正等、社会情勢の変化に応じた必要な見直

しを図るため、検討部会の設置等を行います。 

 

○職員推進部会 

第四次計画に引き続き、社協内部に「職員推進部会」を設置し、地域福祉活動計画におけ

る具体的な事業の検討及び各部署・各施設における日常の点検・進捗管理を行います。 

活動計画における取り組みについては、社協の部署ごとに、より具体的な事業を検討し、

それぞれの年次計画に落とし込みます。また、社協職員が一丸となって計画を推進してい

きます。事業の進捗状況の把握、情報や課題の共有化を図るとともに、定期的な点検・評価、

計画の見直しを行います（概ね年３回）。 

着実に計画を推進していくために、共通理念・目標のもと、各部署・各施設での業務に取

り組みます。これにおいても社会情勢やニーズに合わせた事業展開を心掛け、地域福祉の

推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 1章 計画策定にあたって 

12 

5. 計画の評価手法 

本計画は、SPDCA サイクルに沿って評価を実施します。 

「和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会」において本

計画を定め（PLAN）、計画に基づいて事業を実施していく（DO）とともに、進捗確認・事業評

価を行い（CHECK）、必要に応じて見直し・改善をしていきながら（ACTION）、次期計画の

ための調査の準備等を行っていきます（SURVEY）。 

 

【計画における SPDCA サイクル】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURVEY 

調査 

第四次計画までの進捗状況、 

各計画の状況や二ーズ調査等により 

課題を明らかにする 

ACTION 

改善 

事業についての中間評価等の結果を

踏まえ、必要があると認める時は、 

計画の見直し等を実施する 

PLAN 

計画 

和光市地域福祉計画・和光市社会福祉

協議会地域福祉活動計画推進委員会

において、市民・社協・市の三者の役割

を定める 

CHECK 

評価 

 

成果を分析しながら、 

評価指標・評価手法を検討する 

DO 

実行 
 

計画の内容を踏まえ、 

各種計画において事業を実施する 




